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＜不法行為の要件(2) - 権利侵害＞

Ⅰ 権利侵害論

☆ 民法 709 条には「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」という文言

がある。しかし、権利・利益侵害はもはや独立した要件として意義を失っているとす

る見解もあり、この要件を巡っては次々と新しい考え方が登場してきている。

１ 違法性論

(1) 初期の判例 （内田Ⅱ[3]p356 ～）

・ H18 改正前の民法 709 条では「他人ノ権利ヲ侵害シタル者」となっていたことか

ら（「又は法律上保護される利益」の部分がなかった）、「権利」に該当しない利益

侵害については、不法行為が成立しないと解する余地があった（雲右衛門事件判決

・大判 T3.7.4 刑録 20-1360）。
→ その後、法律上保護される利益も広く民法 709 条の「権利」に含まれると考え

られるようになった（大学湯事件判決・大判 T14.11.28 民集 4-670）。

(2) 権利侵害から違法性へ （内田Ⅱ[3]p358）

・ この判例（大学湯事件判決）の後、違法性を要件とするドイツ民法の影響を受け、

「権利侵害」要件を「違法性」要件に置き換える考え方が通説化した。

↑ 違法性という概念の方が、損害賠償がなされるべき範囲を適切に捉えられると

いう理解があった。

(3) 相関関係説 （内田Ⅱ[3]p359）

・ 違法性を、被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係で判断する。

→ 被侵害利益が弱いタイプのもの（例えば債権）であれば、侵害行為の態様が悪

性が強い場合（例えば故意がある）にのみ違法性が認めらることになる。

２ 一元説の登場 （内田Ⅱ[3]p360）

・ 前回の説明のとおり、過失概念は、主観的な心理状態から客観的な行為義務へと理

解が変容した。

◇ 客観的な過失の判断（行為義務違反）と、客観的な違法性の判断（行為態様の悪性

判断）は重複するのではないか？

◇ 違法性判断の中で故意過失が判断されているのではないか？

→ 過失一元論、違法性一元論が主張されるに至る。

３ 判例上の権利・利益侵害要件

・ 被侵害利益が法律上の保護に値するかどうかの判断において活用されている。

例） 内心の平穏な感情を害されない利益、物のパブリシティ、景観利益等

＊ 学説上も積極的な存在意義を認める方向の立場も多数あり。
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Ⅱ 権利・利益侵害の類型別の検討 （内田Ⅱ[3]p362～）

☆ どの立場にたつにしても、様々なタイプの不法行為を民法 709 条の要件で処理する

ことになるため、類型化して考える必要がある。

１ 公害・生活妨害

☆ 保護されるべき利益が拡大して行くと、加害者側の適法な権利行使との調整が必要

になってくる。快適な生活を営むという利益をどこまで保護すべきか、権利者の行為

はどこまで許されるのか、という微妙な問題がある。

(1) 信玄公旗掛松事件判決（大判 T8.3.3 民録 25-356）

・ 武田信玄が旗を掛けたという伝承のある松が、国有鉄道の機関車の煤煙で枯れて

しまったため、その所有者が国に損害賠償を求めた事件で、大審院は国の責任を認

めた。

◇ 鉄道会社等がその所有地内に機関車を走らせるのは適法な権利行使ではないの

か、社会的にも有用な行為ではないのか。

＊ 判決は、権利行使は法律によって認められた「適当の範囲」内であることを要し、

その行為が「社会観念上被害者に於て容認すべからざるものと一般に認められるる

程度」を越えたときは「適当の範囲」とは言えず、不法行為になると述べている。

(2) 受忍限度論

・ 世田谷日照権訴訟判決（最高裁 S47.6.27 民集 26-5-1067）
…「権利者の行為が社会的妥当性を欠き、これによって生じた損害が、社会生活上

一般的に被害者において認容するを相当とする程度を越えたと認められるとき

は、」不法行為の責任を生じさせる。

＊ 最高裁は、権利行使と生活的利益を調整するため、様々な事情を総合的に判断し

てケースごとの判断を下す手法をとっている。

(3) 環境権説

・ 自己と関係のある環境が侵害された場合に、差し止めが認められ、また、環境権

侵害があれば、それだけで民法７０９条の違法性が認められるという主張。

＊ この主張には、生活上の利益を権利として構成し、受忍限度論の総合判断（とく

に加害者側の権利行使の側面）を否定する意義がある。ただし、その権利性が一般

に認められているわけではない。

(4) 景観利益

・ 国立市マンション訴訟判決（最高裁 H18.3.30 民集 60-3-948 /百選Ⅱ[6]No.77）
…「良好な景観の恵沢を教授する利益」（景観利益）は、「法律上保護に値する」

と述べ、不法行為が成立する余地があることを認めた（結論としては否定）。

＊ 公共的な利益が私人にも帰属することを認めた点で注目される。

２ 名誉毀損 （内田Ⅱ[3]p370～）

☆ 名誉毀損は、言論活動によって生じる場合が多いため、表現の自由や国民の知る権

利との調整が必要となる。
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(1) 名誉毀損の意義

・ ある人に対する社会的評価を低下させる行為が名誉毀損だとされている。

＊ 事実を摘示するもの（事実型）と意見を表明するもの（評論型）が区別されてい

る点にも注意。

(2) 判断基準

・ 次の事由が認められる場合には不法行為は成立しない。

< 事実摘示による名誉毀損（事実型）の場合 >

－ 最高裁 S41.6.23 民集 20-5-1118 －

① その行為が公共の利害に関する事実にかかること

② もっぱら公益を図る目的に出たこと

③ 摘示された事実が真実であることが証明されたこと

 さらに③が満たされなくても、「真実と信じるについての相当の理由があると

き」は故意・過失が認められないため、不法行為は成立しないとされた。

< 意見表明による名誉毀損（評論型）の場合 >

－ 最高裁 H 元.12.21 民集 43-12-2252 －

① 公共の利害に関する事項にかかること

② その目的がもっぱら公益を図るものであること

③ 前提としている事実が主要な点で真実であることが証明されたこと

④ 人身攻撃に及ぶなど評論としての域を逸脱したものでないこと

３ プライバシー権 （内田Ⅱ[3]p375～）

☆ プライバシー侵害の場合、真実に近いほど損害が大きいと言えるため、名誉毀損と

区別し、別の判断基準を設けることが必要。

(1) プライバシー権の意義

・ 当初は「私生活をみだりに公開されない…権利」（「宴のあと」事件判決：東京

地裁 S39.9.28 判時 385-12）、または「ひとりでほうっておいてもらう権利」として

理解されてきた（古典的定義）

・ その後、アメリカの影響を受け「自己の情報をコントロールする権利」という理

解が定着しつつある。

→ 古典的定義上はプライバシー性のない個人情報も、プライバシー権に含めるこ

とができる。

＊ なお、プライバシー権侵害の場合、社会的評価の低下は要件にはならない。

(2) 判断基準

・ 真実の証明によって不法行為の成立を否定することはできない（真実である方が

より法益侵害は大きい）。

・ 最高裁は「個別的比較衡量」基準によっていると言われている（「逆転」事件判

決：最高裁 H6.2.8 民集 48-2-149、早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件：最高裁

H15.9.12 民集 57-8-973）。

＊ 「公人」（public figure）については、保護の度合いが低くなるものと理解されて

いる。
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４ 債権侵害 （内田Ⅱ[3]p363～）

☆ 債権は債務者以外の第三者に対して権利内容の実現を請求できない相対的な権利で

あると理解され、不可侵性がないとも言われてきたが、判例は早くから債権侵害につ

いて不法行為が成立することを認めている。

(1) 故意の必要性

・ 一般に、債権侵害について不法行為責任が認められるためには故意が必要だと理解

されてきている（相関関係説：弱い権利については悪質な行為態様が必要）。

・ なお、対抗力を備えた不動産賃借権については、物権侵害と同じように考えられる

（過失で足りる）。

(2) 二重譲渡

・ 二重譲渡の第二譲受人について、判例は、いわゆる「背信的悪意者」は民法１７７

条の「第三者」にはあたらないとしているが、単純悪意については第三者にあたると

している。

→ 不法行為（第一譲受人の売主に対する権利の侵害）も背信性がある場合に限られ

る。

◇ 単純悪意者による取引も、自由競争の原理によって許される行為なのか？

→ 教科書は「行き過ぎた自由競争」だとして、批判的立場にたっている。

(3) 引き抜き

・ すでに労務提供契約を締結している人を引き抜くような場合（ヘッドハンティング

など）、単なる故意ではなく「害意」が必要だとされている。

＊ この場合には、債務者の自由意思の尊重（職業選択の自由がある）との調整が必要

となる。

５ 身分権 （内田Ⅱ[3]p369～）

・ 夫婦の一方といわゆる不倫関係をもつに至った第三者は、その配偶者とともに他方

の配偶者に対して共同不法行為責任を負う（最判 S54.3.30 民集 33-2-303）。

・ ただし、夫婦関係がすでに破綻している場合には、「特段の事情のない限り」不法

行為責任を負わない（最判 H8.3.26 民集 50-4-993）

◇ 夫婦間の子に対する責任はどうか？

→ 判例は否定（最判 S54.3.30 民集 33-2-303・反対意見あり）

６ 不当訴訟 （内田Ⅱ[3]p381～）

☆ 理由なく相手を訴える不当訴訟については、裁判を受ける権利（憲法 32 条）との

調整が必要となる。

・ 提訴者が法律上の根拠がないことを「知りながら又は通常人であれば容易にそのこ

とを知りえたといえる」場合など、その提訴が「裁判制度の趣旨目的に照らして著し

く相当性を欠く」場合に限って不法行為になるとされている（最判 S63.1.26 民集

42-1-1）。
→ 悪意または重過失が要件となっている。
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＜小テスト１＞

問 次の文は、スモン事件判決（東京地判 S53.8.3 判時 899-48）が述べた過失の意義で

ある。｛ Ａ ｝～｛ Ｅ ｝に挿入すべき語句の組み合わせとして、１～４のうち正し

いものはどれか。１つ選んでその番号を解答欄に記入しなさい。

過失とは「その｛ Ａ ｝において、｛ Ｂ ｝の違反をいうのであり、かつ具体

的状況のもとにおいて、適正な回避措置を期待しうる｛ Ｃ ｝として、｛ Ｄ ｝

に裏づけられた｛ Ｅ ｝の存在を必要とするもの」である。

１ Ａ - 終局 Ｂ - 結果回避義務 Ｃ - 予見可能性 Ｄ - 予見義務 Ｅ - 前提

２ Ａ - 前提 Ｂ - 注意義務 Ｃ - 結果回避義務 Ｄ - 法律 Ｅ - 予見可能性

３ Ａ - 終局 Ｂ - 結果回避義務 Ｃ - 前提 Ｄ - 予見義務 Ｅ - 予見可能性

４ Ａ - 前提 Ｂ - 注意義務 Ｃ - 結果回避義務 Ｄ - 予見可能性 Ｅ - 予見義務

解答

【集計結果】

選択肢 回答数 割合

1 6 6.25%

2 7 7.29%

3 72 75.00% ○

4 11 11.46%

計 96


